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《環境憲章》

２０１０年６月の全国会員大阪大会において制

定された。

《理念》

「日本木青連は類まれなる環境性能を有する

木質資材を扱う“木財人”として、 長期的な視

野に立って、更なる地球規模での環境保全に

取り組み、循環型経済社会の形成を通じて、
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取り組み、循環型経済社会の形成を通じて、

人類と森林と地球が調和する豊かな未来に貢

献します。」
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具体的な行動の一つとして
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本制度の概要と目的本制度の概要と目的本制度の概要と目的本制度の概要と目的 3333

《概要》

樹木が二酸化炭素（CO2）を吸収して生産される木材の炭素(C）貯蔵（固定）機能による地

球環境貢献効果を正しく普及し、日本国内における建築物等への木材利用促進をはかる

ため、国産材・外国産材に問わず木材の利用量に応じた 二酸化炭素吸収量および炭素

固定量 を認証する制度。

《目的》

本制度により、日本国内における木材の積極的な利活用を誘導・促進することで二酸化

炭素の吸収・炭素の貯蔵（固定）をはかるとともに、木材需要拡大と国内などの森林整備

（森林再生・林業再生）の促進による二酸化炭素吸収量の増大をはかり、地球温暖化防
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（森林再生・林業再生）の促進による二酸化炭素吸収量の増大をはかり、地球温暖化防

止に貢献することを目的とする。具体的には、以下の三つの目的を掲げるものとする。

① 日本国内の木造建築物における木材利用による二酸化炭素の吸収・炭素の貯蔵（固定）の促進。

② 日本国内の施設における木材利用による二酸化炭素の吸収・炭素の貯蔵（固定）の促進。

③ 国内外の森林整備促進による二酸化炭素吸収量の増大と地域社会および林業の活性化。

� 木青連木青連木青連木青連の指導的立場にある者は、木材利用促進の意義を明確に理解し、自身が事業の指導的立場にある者は、木材利用促進の意義を明確に理解し、自身が事業の指導的立場にある者は、木材利用促進の意義を明確に理解し、自身が事業の指導的立場にある者は、木材利用促進の意義を明確に理解し、自身が事業
活動に活用できるとともに、木青連一般会員および非会員にこれを伝えられること。活動に活用できるとともに、木青連一般会員および非会員にこれを伝えられること。活動に活用できるとともに、木青連一般会員および非会員にこれを伝えられること。活動に活用できるとともに、木青連一般会員および非会員にこれを伝えられること。

� 木木木木青連会員全員は、木材青連会員全員は、木材青連会員全員は、木材青連会員全員は、木材利用促進の利用促進の利用促進の利用促進の意義を理解意義を理解意義を理解意義を理解しししし、これをもって需要拡大に貢献でき、これをもって需要拡大に貢献でき、これをもって需要拡大に貢献でき、これをもって需要拡大に貢献でき
ること。ること。ること。ること。

木材需要拡大木材需要拡大木材需要拡大木材需要拡大
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木材木材木材木材利用に利用に利用に利用による地球環境貢献効果よる地球環境貢献効果よる地球環境貢献効果よる地球環境貢献効果

①①①① 世界的世界的世界的世界的に地球環境問題が木材利用促進を牽引していることを理解していること。に地球環境問題が木材利用促進を牽引していることを理解していること。に地球環境問題が木材利用促進を牽引していることを理解していること。に地球環境問題が木材利用促進を牽引していることを理解していること。

②②②② 日本日本日本日本政府の木材政府の木材政府の木材政府の木材利用利用利用利用促進政策促進政策促進政策促進政策を理解していること。を理解していること。を理解していること。を理解していること。

③③③③ 地球温暖化の現象地球温暖化の現象地球温暖化の現象地球温暖化の現象、機構、緩和、機構、緩和、機構、緩和、機構、緩和策などを理解し、地球の炭素循環を理解していること。策などを理解し、地球の炭素循環を理解していること。策などを理解し、地球の炭素循環を理解していること。策などを理解し、地球の炭素循環を理解していること。

④④④④ 光合成など、樹木、木材利用と地球の炭素循環の関係を理解していること。光合成など、樹木、木材利用と地球の炭素循環の関係を理解していること。光合成など、樹木、木材利用と地球の炭素循環の関係を理解していること。光合成など、樹木、木材利用と地球の炭素循環の関係を理解していること。
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④④④④ 光合成など、樹木、木材利用と地球の炭素循環の関係を理解していること。光合成など、樹木、木材利用と地球の炭素循環の関係を理解していること。光合成など、樹木、木材利用と地球の炭素循環の関係を理解していること。光合成など、樹木、木材利用と地球の炭素循環の関係を理解していること。

⑤⑤⑤⑤ 木材木材木材木材利用の地球環境貢献利用の地球環境貢献利用の地球環境貢献利用の地球環境貢献を理解し、第三者に正しく説明を理解し、第三者に正しく説明を理解し、第三者に正しく説明を理解し、第三者に正しく説明できること。できること。できること。できること。

� 木材利用の森林木材利用の森林木材利用の森林木材利用の森林整備整備整備整備効果効果効果効果

� 木材利用の木材利用の木材利用の木材利用の省エネ効果省エネ効果省エネ効果省エネ効果

� 木材利用の木材利用の木材利用の木材利用の炭素炭素炭素炭素貯蔵貯蔵貯蔵貯蔵効果効果効果効果 ……………………最重要項目最重要項目最重要項目最重要項目

⑥⑥⑥⑥ その他、木材利用促進の意義を説明できること。その他、木材利用促進の意義を説明できること。その他、木材利用促進の意義を説明できること。その他、木材利用促進の意義を説明できること。

⑦⑦⑦⑦ 木青連環境憲章を正しく理解し、木青連の会員木青連環境憲章を正しく理解し、木青連の会員木青連環境憲章を正しく理解し、木青連の会員木青連環境憲章を正しく理解し、木青連の会員および非会員および非会員および非会員および非会員に説明できること。に説明できること。に説明できること。に説明できること。

⑧⑧⑧⑧ 木木木木青連および木材産業界青連および木材産業界青連および木材産業界青連および木材産業界が、木材関連事業をが、木材関連事業をが、木材関連事業をが、木材関連事業を通じて地球環境に貢献している通じて地球環境に貢献している通じて地球環境に貢献している通じて地球環境に貢献していることをことをことをことを
木青連の会員および木青連の会員および木青連の会員および木青連の会員および非会員に伝えられること。非会員に伝えられること。非会員に伝えられること。非会員に伝えられること。

⑨⑨⑨⑨ 上記の上記の上記の上記の知識を各社の事業推進に活用し、木材需要拡大に貢献できること。知識を各社の事業推進に活用し、木材需要拡大に貢献できること。知識を各社の事業推進に活用し、木材需要拡大に貢献できること。知識を各社の事業推進に活用し、木材需要拡大に貢献できること。
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カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 緩和策緩和策緩和策緩和策 効果効果効果効果

森林面積の維持・増加 新しい森林の造成 吸収増大

森林減少、土地利用変化の防止 排出削減

林分レベルでの炭素蓄積 集約的森林経営、施肥 吸収増大

ＩＰＣＣ ＡＲ４ＷＧⅢ Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ Ｓｕｍｍａｒｙ《《《《森林分野における緩和策森林分野における緩和策森林分野における緩和策森林分野における緩和策》》》》

林業部門林業部門林業部門林業部門： 低コストで、排出量の削減及び吸収源の増加の両方に

大きく貢献することが可能。

→ REDD→ REDD→ REDD→ REDD

スターン・レビュー

「気候変動の経済学」

IPCCIPCCIPCCIPCC第４次評価報告書（第３作業部会）第４次評価報告書（第３作業部会）第４次評価報告書（第３作業部会）第４次評価報告書（第３作業部会）
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林分レベルでの炭素蓄積
の維持・増加

集約的森林経営、施肥 吸収増大

森林劣化抑制 排出削減

ランドスケープレベルでの
炭素蓄積の維持・増加

持続可能な森林経営 吸収増大

森林に及ぼす撹乱抑制 排出削減

木材製品中の炭素蓄積
の増加、燃料の転換

製品の炭素蓄積増加 吸収増大

バイオマスエネルギー利用増加 排出削減

高エネルギーを必要とする製品の代替 排出削減

→ ＨＷＰＨＷＰＨＷＰＨＷＰ
炭素貯蔵炭素貯蔵炭素貯蔵炭素貯蔵

→ ＣＦＰＣＦＰＣＦＰＣＦＰ
省エネ資材省エネ資材省エネ資材省エネ資材

→ FM→ FM→ FM→ FM
森林整備森林整備森林整備森林整備

京都議定書目標達成計画（平成17年）

←「地球温暖化対策の推進に関する法律」

建設資材等の選択として建設資材等の選択として建設資材等の選択として建設資材等の選択として
「木材の利用「木材の利用「木材の利用「木材の利用…………（略）（略）（略）（略）…………を促進する」を促進する」を促進する」を促進する」

（政府実行計画・平成19 年３月）
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②日本②日本②日本②日本政府の木材利用促進政策政府の木材利用促進政策政府の木材利用促進政策政府の木材利用促進政策 6666

「都市建築物の不燃化の促進に関する決議」（衆議院可決）

「木材資源利用合理化方策」（閣議決定、木材利用を抑制）

建築学会「木造禁止決議」

我が国の木材利用は
長期にわたり抑制されてきた

（昭和25年）

（昭和30年）

（昭和34年）

気候変動に関する政府間パネル（平成19年）

第３作業部会第４次評価報告書
「林業部門における活動は、低コストで、排出量の削減

及び吸収源の増加の両方に大きく貢献することが可能」

地球温暖化対策が地球温暖化対策が地球温暖化対策が地球温暖化対策が地球温暖化対策が地球温暖化対策が地球温暖化対策が地球温暖化対策が
木材利用促進を牽引木材利用促進を牽引木材利用促進を牽引木材利用促進を牽引木材利用促進を牽引木材利用促進を牽引木材利用促進を牽引木材利用促進を牽引

建築基準法改正

これを契機に、具体的な木材利用、木造住宅の復興が始まった。

（平成10年）

建築基準法制定

外圧→
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森林吸収源対策として「住宅や公共施設等への地
域木材利用の推進」が規定。同法に基づく政府実行
計画（平成19 年3月）では、建設資材等の選択として
「木材の利用（略）を促進する」。

京都議定書目標達成計画（平成17年）

←「地球温暖化対策の推進に関する法律」

資源ナショナリズム

ウッドショック ←新興国の台頭

これを契機に、具体的な木材利用、木造住宅の復興が始まった。

住生活基本法（全国計画）

「森林吸収源対策としての住宅への地域材利用の促進」

長期優良住宅の普及の促進に関する法律

「木造住宅の伝統的な技術に係る研究開発の推進」
「基本方針を定めるに当たっての木造住宅への配慮」

森林・林業再生プラン森林・林業再生プラン森林・林業再生プラン森林・林業再生プラン森林・林業再生プラン森林・林業再生プラン森林・林業再生プラン森林・林業再生プラン

公共建築物における木材利用促進法公共建築物における木材利用促進法公共建築物における木材利用促進法公共建築物における木材利用促進法公共建築物における木材利用促進法公共建築物における木材利用促進法公共建築物における木材利用促進法公共建築物における木材利用促進法

（平成18 年）

（平成20 年）

（平成21年）

（平成22年）

・地球環境貢献・地球環境貢献・地球環境貢献・地球環境貢献
・京都議定書貢献・京都議定書貢献・京都議定書貢献・京都議定書貢献

森林・林業基本計画森林・林業基本計画森林・林業基本計画森林・林業基本計画森林・林業基本計画森林・林業基本計画森林・林業基本計画森林・林業基本計画 （平成23年）

日本木材青壮年団体連合会・炭素固定量認証制度講習会 京都木材会館・平成23年10日
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供給されれば供給されれば供給されれば供給されれば
需要は形成される需要は形成される需要は形成される需要は形成される

物流物流物流物流物流物流物流物流++++++++商流商流商流商流商流商流商流商流++++++++情報情報情報情報情報情報情報情報

地産外商地産外商地産外商地産外商
（広域化）（広域化）（広域化）（広域化）
（（（（輸出）輸出）輸出）輸出）

備蓄機能備蓄機能備蓄機能備蓄機能
（情報）（情報）（情報）（情報）

多面的機能多面的機能多面的機能多面的機能

認証制度認証制度認証制度認証制度
（県産材）（県産材）（県産材）（県産材）
（（（（ＪＡＳ）ＪＡＳ）ＪＡＳ）ＪＡＳ）

東京大学アジア生物資源環境研究センター環境材設計学研究室 井上雅文
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物流物流物流物流物流物流物流物流++++++++商流商流商流商流商流商流商流商流++++++++情報情報情報情報情報情報情報情報
安定供給安定供給安定供給安定供給安定供給安定供給安定供給安定供給++++++++安定需要安定需要安定需要安定需要安定需要安定需要安定需要安定需要

人材育成人材育成人材育成人材育成
（木材利用経営）（木材利用経営）（木材利用経営）（木材利用経営）
（木材利用政策）（木材利用政策）（木材利用政策）（木材利用政策）

技術・商品開発技術・商品開発技術・商品開発技術・商品開発技術・商品開発技術・商品開発技術・商品開発技術・商品開発

消費者理解の醸成消費者理解の醸成消費者理解の醸成消費者理解の醸成
木材利用促進法木材利用促進法木材利用促進法木材利用促進法

日本木材青壮年団体連合会・炭素固定量認証制度講習会 京都木材会館・平成23年10日

公共建築物等における木材利用促進法公共建築物等における木材利用促進法公共建築物等における木材利用促進法公共建築物等における木材利用促進法 8888
�低層の公共建築物については原則としてすべて木造化を図る低層の公共建築物については原則としてすべて木造化を図る低層の公共建築物については原則としてすべて木造化を図る低層の公共建築物については原則としてすべて木造化を図る
�低層・高層に関わらず内装等の木質化を推進低層・高層に関わらず内装等の木質化を推進低層・高層に関わらず内装等の木質化を推進低層・高層に関わらず内装等の木質化を推進
�備品、消耗品としての木材利用、木質バイオバスの利用を促進備品、消耗品としての木材利用、木質バイオバスの利用を促進備品、消耗品としての木材利用、木質バイオバスの利用を促進備品、消耗品としての木材利用、木質バイオバスの利用を促進
�合法木材、間伐材を利用合法木材、間伐材を利用合法木材、間伐材を利用合法木材、間伐材を利用

第174回通常国会：成立
（平成22年法律第36号）
→5月26日：公布
→10月1日：施行

＜農林水産大臣・国土交通大臣による基本方針の策定＞
具体的な国自らの目標の設定（率先垂範）

木材利用促進のための支援措置の整備

低層の公共建築は、

原則としてすべて木造化

学校、老人ホーム、保育所、福
祉ホーム等の社会福祉施設、
病院又は診療所、体育館、水

東京大学アジア生物資源環境研究センター環境材設計学研究室 井上雅文

《《《《規制改革規制改革規制改革規制改革》》》》
内閣府内閣府内閣府内閣府
規制・制度改革分科会規制・制度改革分科会規制・制度改革分科会規制・制度改革分科会

閣議決定閣議決定閣議決定閣議決定

建築基準法改正建築基準法改正建築基準法改正建築基準法改正

• 公共建築物に適した木
材を供給するための施
設整備等の計画を農
林水産大臣が認定

• 認定を受けた計画に
従って行う取組に対し
て林業・木材産業改善
資金の特例等を措置

＜法律措置＞

• 本法律の制定を受け
て、官庁営繕基準につ
いて木造建築物に係る
技術基準を整備

• 整備後は地方公共団
体へ積極的に周知

• 品質・性能の確かな木
材製品を供給するため
の木材加工施設等の
整備への支援

• 展示効果やシンボル性
の高い木造公共建築
物の整備等を支援等

＜予算支援＞＜技術基準の整備＞

具体的、効率的に木材利用拡大を促進
公共建築物（直接効果）と一般建築物および建築物以外（波及効果）

住宅等の建築物、工作物、木製品、エネルギー利用

病院又は診療所、体育館、水
泳場などの運動施設、図書館、
青年の家などの社会教育施設、
鉄道の駅など公共交通機関の
旅客施設、高速道路サービス
エリア等の休憩所

（災害応急対策活動に必要な施設は対象外）


